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韓
国
新
政
権
の
慰
安
婦
を
巡
る
日
韓
合
意
に
対
す
る
姿
勢
の
変
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

五
月
十
日
に
韓
国
の
文
在
寅
政
権
が
発
足
し
て
約
一
か
月
が
経
過
し
た
。
文
在
寅
氏
は
大
統
領
選
挙
期
間
中
に
従
軍
慰
安
婦

を
巡
る
日
韓
合
意
に
つ
い
て
、
再
交
渉
が
必
要
だ
と
訴
え
て
き
た
も
の
の
、
韓
国
外
交
部
は
、
文
在
寅
氏
が
大
統
領
に
就
任
し

た
後
、
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
文
書
等
で
特
に
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
文
在
寅
大
統
領
就
任
後
の
韓
国
外
交
部
報
道
官
の
定
例
記
者
会
見
で
は
、
明
ら
か
な
変
化
が
見
ら
れ
た
。
韓
国
外

交
部
の
サ
イ
ト
に
よ
る
と
、
五
月
十
一
日
の
定
例
記
者
会
見
で
は
、
朝
日
新
聞
記
者
の
「
今
後
、
新
政
府
は
、
日
本
政
府
に
慰

安
婦
の
合
意
に
つ
い
て
再
交
渉
を
要
求
す
る
の
か
」
と
の
問
い
に
、
韓
国
外
交
部
報
道
官
は
、
「
大
統
領
と
内
閣
の
外
交
安
保

ラ
イ
ン
の
人
選
が
行
わ
れ
れ
ば
、
政
策
を
推
進
す
る
方
向
が
よ
り
具
体
化
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

次
に
、
五
月
十
六
日
の
定
例
記
者
会
見
で
も
同
様
に
、
同
報
道
官
は
「
少
女
像
の
問
題
を
含
む
慰
安
婦
問
題
は
、
大
統
領
府

と
内
閣
の
人
選
が
完
了
す
れ
ば
、
具
体
的
な
検
討
が
行
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
、
明
確
な
見
解
を
示
し
て
こ
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
六
月
一
日
の
定
例
記
者
会
見
で
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
記
者
が
「
五
月
二
十
七
日
に
グ
テ
ー
レ
ス
国
連
事
務
総
長

と
安
倍
首
相
と
の
会
談
で
『
韓
日
慰
安
婦
の
合
意
を
支
持
す
る
』
と
マ
ス
コ
ミ
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国

政
府
の
立
場
を
公
に
も
う
一
度
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
質
問
す
る
と
、
同
報
道
官
は
、
グ
テ
ー
レ
ス
国
連
事

一



務
総
長
の
言
及
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
た
あ
と
、
「
（
韓
国
）
政
府
は
、
慰
安
婦
合
意
に
つ
い
て
、
韓
国
国
民
の
大
多
数
が
、

情
緒
的
に
受
容
で
き
な
い
現
実
を
認
め
な
が
ら
、
韓
日
両
国
が
共
同
で
努
力
し
て
問
題
を
賢
く
克
服
し
て
い
く
こ
と
を
希
望
し

て
い
ま
す
」
と
述
べ
、
こ
れ
ま
で
の
日
韓
合
意
に
対
す
る
姿
勢
の
変
化
を
示
し
た
。

続
け
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
記
者
が
そ
の
変
化
を
確
認
す
る
よ
う
に
、
「
事
実
、
こ
れ
ま
で
韓
国
政
府
が
慰
安
婦
合
意
に
対
し
て
着
実
に

履
行
す
る
と
い
う
立
場
を
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
後
、
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
の
質
問
に
、
同
報
道

官
は
、
「
私
が
今
申
し
上
げ
た
通
り
で
す
」
と
回
答
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
記
者
は
、
そ
の
回
答
で
は
満
足
せ
ず
、
さ
ら
に
念
を
押
し
て
「
『
履
行
す
る
』
と
い
う
言
葉
が
抜
け
た
こ
と
を
確
認

し
て
も
い
い
で
す
か
」
と
問
う
と
、
「
韓
国
政
府
の
立
場
に
つ
い
て
私
が
今
申
し
上
げ
た
と
お
り
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
韓
国
政
府
の
立
場
が
、
「
日
韓
合
意
を
着
実
に
履
行
す
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
「
慰
安
婦
合
意
に
つ
い
て
、
韓

国
国
民
の
大
多
数
が
、
情
緒
的
に
受
容
で
き
な
い
現
実
を
認
め
な
が
ら
、
韓
日
両
国
が
共
同
で
努
力
し
て
問
題
を
賢
く
克
服
し

て
い
く
こ
と
を
希
望
」
す
る
立
場
へ
と
変
化
し
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

因
み
に
、
日
本
の
全
国
紙
各
紙
に
よ
る
と
、
同
日
、
韓
国
外
務
省
の
趙
顕
第
二
次
官
は
、
慰
安
婦
問
題
を
め
ぐ
る
日
韓
合
意

に
つ
い
て
、
「
非
常
に
誤
っ
た
合
意
だ
っ
た
」
と
の
考
え
を
示
し
た
と
い
う
。
同
日
の
韓
国
・
聯
合
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
る
と
、
同

二



氏
は
「
韓
国
外
交
部
（
外
務
省
）
が
痛
烈
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
日
本
政
府
の
見
解
を
問
う
た
め
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。

一

慰
安
婦
を
巡
る
日
韓
合
意
に
関
し
、
韓
国
政
府
の
姿
勢
が
「
日
韓
合
意
を
着
実
に
履
行
す
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
変
化
し

た
こ
と
を
、
日
本
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。
現
在
の
韓
国
政
府
の
日
韓
合
意
に
対
す
る
姿
勢
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

る
の
か
。

二

二
〇
一
五
年
十
二
月
二
十
八
日
に
日
韓
外
相
会
談
で
結
ば
れ
、
共
同
記
者
発
表
と
い
う
異
例
の
形
式
で
発
表
さ
れ
た
、
日

本
政
府
の
慰
安
婦
問
題
を
め
ぐ
る
日
韓
合
意
に
対
す
る
現
在
の
見
解
を
改
め
て
問
う
。

右
質
問
す
る
。

三


